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国立大学法人旭川医科大学事業報告書 

 

「国立大学法人旭川医科大学の概略」 

１．目標 

医療の質の向上、地域医療への貢献を推進するため、高い生命倫理観を有し高度な実践

的能力を有する医療職者を育成する。同時に、生命科学に関する先端的な研究を推進し、

高度な研究能力を持つ研究者を育成する。 

このような役割を果たすため、国立大学法人旭川医科大学（以下「本学」という。）の中

期目標は、以下のとおりとする。 

１．創造的意識が高い個性的な大学創りに努める。 

２．人間性豊かな高い倫理観を有し、多様な資質を有する医療職者を養成する。 

３．先端的医科学の発展に貢献し、新たな先端医療への基盤を形成する。 

４．高度先端医療を開発し、広範囲な地域医療を高質化するとともに国際的な医療の発展

に貢献する。 

５．大学と社会との連携を活発化し、社会に開かれた大学として地域社会に貢献する。 

６．他の国立大学法人との再編・統合・連合の在り方について引続き検討する。 

７．中期目標の達成状況を踏まえ、目標を適宜見直す。 

 

２．業務 

◎ 本学は法人化のメリットを活かし、社会のニーズや時代の流れに呼応した柔軟でかつ戦

略的な大学運営を目指している。このことを実現するために、本学の有する人的・財政

的・物的資源を有効に活用し、学長のリーダーシップの下で迅速な意思決定・企画・立

案を進め、透明性・公平性を確保しつつ学内の一体化を図り、さらに、取組の有効性・

効率性を評価・検証することとしている。 

 

１．組織運営の効率化・合理化に関する取組 

（１）管理運営 

学内の重要事項は、毎週開催される学長補佐会議にて迅速に方針を決定して、各種委員会、

事務部門などと連携して企画・立案し、役員会・教育研究評議会・経営協議会・教授会等

で審議の上、実施する体制をとっている。各種委員会については、教員が教育研究に専念

できること、及び、事務職員が教員と共に大学運営に積極的に参画することを基準として、

常に見直すこととしている。また、監査機能を充実するために、従来から役員会で監事に

意見を求めることとしているが、新たに学長直轄の「監査室」を設置した。さらに、組織

運営の透明性・公平性を確保するために、運営組織に学外有識者を活用するとともに、学

内の重要事項は、全学説明会・ホームページ・パンフレット等を通して学内に周知してい

る。 

（２）教育研究 

本学が目指す教育を一層充実するために、教育全体を俯瞰して企画・立案する「教育セン

ター」を設置し、専任教授を置くこととした。また、関連講座を再編・統合するとともに、

各講座から１名を「学長預かり教員」として、戦略的に必要部門に再配置している。さら

に、「教員評価」により教員の専門性・適性を調査するとともに、「教員任期制」を導入し

て約６０％の教員に適用しているほか、学校教育法の改正に伴い、助教授は准教授とし、

助手は全員、教務職員６名中４名を助教とし、教育研究の一層の充実を目指している。一

方、平成１９年度から、大学院博士課程のカリキュラムを大幅に改定し、４専攻を１専攻

に、定員３０名を１５名に改組して充実を図ることとした。 
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（３）事務組織 

事務局長ヒアリングを実施して、事務職員の専門性・適性を調査するとともに、各種研修

会に派遣して資質の向上を目指している。 

 

２．財務内容の効率化・合理化に関する取組

将来性が期待される大型設備や研究プロジェクトなどに、重点的に資源を配分している。

また、教員の文部科学省科学研究費補助金申請義務化や学術振興後援資金の設立などを通

して、外部資金の獲得に努めている。一方、経費を削減する方策として、定年退職者の後

任採用は原則行わないことを決定したほか、経費削減策プロジェクトチームを立ち上げ、

ゴミ分別収集や業務委託複数年契約などにより経費削減に努めている。さらに、自己収入

増加の方策として、駐車場増設や共同施設利用課金制度などを実施している。 

 

３．自己点検・評価及び社会との連携に関する取組

前年度の国立大学法人評価委員会の評価結果を学内に周知し、各種委員会、事務部門など

で定期的に改善状況を点検している。また、点検評価に関する事項を所掌する「企画評価

課」を新規に設置した。一方、ホームページは常に見直し、学内情報を発信するとともに、

機関リポジトリーを立ち上げ、学内学術成果の発信を開始した。また、公開講座、派遣講

座を通して社会に対する教育サービスを実施し、好評を得ている。 

 

４．その他の業務運営に関する取組

耐震診断の結果を踏まえてキャンパスマスタープランを見直したほか、講義室の一部など

バリアフリー化や、老朽設備の修繕を行った。安全・健康・危機管理については、常にマ

ニュアルの見直しを行っているほか、検収センターを設置し、研究費の不正使用の防止に

努めている。 

 

５．病院の状況

各診療科長に対して病院長ヒアリングを行い、病院運営についての教職員の意識改革に努

めている。また、病院財務状況や診療記録情報を定期的に点検するとともに、在院日数短

縮化、クレジット決済導入、病院収納窓口業務など各種業務の外部委託、後発医薬品の採

用、在庫管理の適正化など、業務の効率化・合理化に努めている。病院機能については、

臓器別診療、先進医療、遠隔医療、２４時間救急患者受け入れなどを実施しているほか、

新規診療部門として、光学医療診療部、理学療法部、セカンドオピニオン外来などを設置

した。その結果、平成１８年度の平均３．１６％の診療報酬引き下げにもかかわらず、病

院収入は前年度に比較して約１億７千万円増加した。さらに、２４時間対応の保育園を開

設し、女性教職員の就業に適した環境を整備したほか、休職中の女性教職員を支援するた

めの「地域医療等社会的ニーズに対応した質の高い医療人養成推進プログラム（医療人Ｇ

Ｐ）」の申請に向け検討している。 

 

６．その他の平成１８年度特に充実的に取り組んだ事項 

平成２０年度から「地域枠推薦入試」の導入を決定した。また、平成１９年度に大学評価

学位授与機構による「大学機関別認証評価」を受けるために、大学評価基準について自己

評価を実施した。 

 

 

３．事務所等の所在地 

 北海道旭川市 
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４．資本金の状況 

 １，０２７，９４８，５７５円（全額 政府出資） 

 

５．役員の状況 

 役員の定数は、国立大学法人法第１０条により、学長１人、理事４人、監事２人。任期

は国立大学法人法第１５条の定めるところによる。 

 

役職 氏  名 就任年月日（任期） 主な経歴 

学長 八竹  直 平成 16 年 4 月 1 日 

～平成 19 年 6 月 30 日

昭和 58 年 8 月

 

平成 15 年 7 月

平成 16 年 4 月

旭川医科大学医学部 

教授 

旭川医科大学長 

現職 

理事 塩野  寛 平成 16 年 4 月 1 日 

～平成 19 年 6 月 30 日

平成 4 年 11 月

 

平成 15 年 8 月

平成 16 年 4 月

旭川医科大学医学部 

教授 

旭川医科大学副学長 

現職 

理事 石川 睦男 平成 16 年 4 月 1日 

～平成 19 年 6 月 30 日

平成 4 年 5 月

 

平成 15 年 8 月

平成 16 年 4 月

旭川医科大学医学部 

教授 

旭川医科大学副学長 

現職 

理事 太田  貢 平成 16 年 4 月 1 日 

～平成 19 年 6 月 30 日

昭和 42 年 6 月

平成 12 年 4 月

平成 14 年 1 月

平成 16 年 3 月

 

平成 16 年 4 月

文部省採用 

名古屋大学経理部長 

旭川医科大学事務局長

旭川医科大学退職 

（役員出向） 

現職 

理事 竹中 英泰 平成 17 年 4 月 1日 

～平成 19 年 6 月 30 日

現 旭川大学経済学部教授 

 

監事 奥野 晃正 平成 18 年 4 月 1日 

～平成 20 年 3 月 31 日

平成 2 年 8 月

 

平成12年 10月

 

平成 18 年 4 月

旭川医科大学医学部 

教授 

日本赤十字北海道看護

大学看護学部教授 

現職 

監事 前田 敬道 平成 16 年 4 月 1日 

～平成 20 年 3 月 31 日

現 前田公認会計士事務所長 

（公認会計士・税理士） 

 

６．職員の状況 

 教員 ３３６人（うち常勤２６８人、非常勤 ６８人） 

 職員 ９８０人（うち常勤６３５人、非常勤３４５人） 

 

７．学部等の構成 

 学 部：医学部 

研究科：医学系研究科 
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８．学生の状況 

 総学生数 ９４４人 

  学部学生 ８４３人 

  修士課程  ３１人 

  博士課程  ７０人 

 

９．設立の根拠となる法律名 

 国立大学法人法 

 

１０．主務大臣 

 文部科学大臣 

 

１１．沿革 

 昭和４７年 ７月 １日  旭川医科大学創設準備室設置 

 昭和４８年 ９月２９日  旭川医科大学設置（旭川医科大学創設準備室廃止） 

 昭和５０年 ４月 １日  附属病院創設準備室設置 

 昭和５１年 ５月１０日  医学部附属病院設置（附属病院創設準備室廃止） 

 昭和５４年 ４月 １日  大学院医学研究科設置 

 平成 ８年 ４月 １日  医学部看護学科設置 

 平成１２年 ４月 １日  大学院医学研究科を大学院医学系研究科に改称 

       ４月 １日  大学院医学系研究科に修士課程看護学専攻を設置 

 平成１６年 ４月 １日  国立大学法人旭川医科大学発足 

 

１２．経営協議会・教育研究評議会 

○ 経営協議会（国立大学法人の経営に関する重要事項を審議する機関） 

氏 名 現  職 

八 竹   直 旭川医科大学長 

塩 野   寛   〃   理事（教育・研究及び厚生補導担当） 

石 川 睦 男   〃   〃 （医療担当） 

太 田   貢   〃   〃 （総務・財務担当） 

小 川 勝 洋   〃   副学長・図書館長 

高 丸   修 旭川商工会議所会頭 

富 川 泰 志 富川法律事務所 弁護士 

本 間 謙 二 国立大学法人北海道教育大学 理事 

増 田 一 雄 旭川市医師会会長 

松 田 忠 男 旭川信用金庫会長 

 

○ 教育研究評議会（国立大学法人の教育研究に関する重要事項を審議する機関） 

氏 名 現  職 

八 竹   直 旭川医科大学長 

塩 野   寛   〃   理事（教育・研究及び厚生補導担当） 

石 川 睦 男   〃   〃 （医療担当） 

太 田   貢   〃   〃 （総務・財務担当） 

竹 中 英 泰   〃   〃 （社会貢献担当） 

小 川 勝 洋   〃   副学長・図書館長 
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若 宮 伸 隆   〃   教授 

吉 田 晃 敏   〃   〃  

北 村 久美子   〃   〃  

上 口 勇次郎   〃   〃  

笹 嶋 唯 博   〃   〃  

飯 塚   一   〃   〃  

羽 田 勝 計   〃   保健管理センター所長  

牛 首 文 隆   〃   動物実験施設長  

吉 田 光 男   〃   教務部長 
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「事業の実施状況」 

Ⅰ．大学の教育研究等の質の向上 

 １．教育に関する実施状況 

（１）教育の成果に関する実施状況 

年 度 計 画 実  施  内  容 

○ 教養教育及び医療専門教育の成果

に関する具体的目標の設定 

【１】 
① 「高い実践的臨床能力」を育成する

ために、的確な診断・治療を行うため

の基本的臨床能力、高度先端医療を適

切に実践するための論理的思考能力、

課題を主体的に解決するための問題

解決能力等を重視した教育を推進す

る。 
 

 

 

 

 基本的臨床能力の向上を目指し、基本的臨床能力教育実施委

員会において、臨床実習序論指導教員養成のためのワークショ

ップを開催し、学生への指導・評価方法について検討を行った。

また、主体的な問題解決能力等の向上を目指し、チュートリ

アル専門委員会において、学外者の意見も取り入れつつ、チュ

ートリアル課題の精選を行い、チューターや学生からのアンケ

ート（評価）をもとに、課題シートの構成や課題ガイドについ

て検証し、その結果を課題作成者にフィードバックすること

で、常に課題の質の向上に努めている。さらに、より良い課題

及び課題ガイド作成のための基本的な考え方と作成方法習得

を目的に、チューター養成等のワークショップを実施した。 

卒前臨床教育と卒後臨床研修とを有機的に融合するために、

臨床実習委員会にワーキンググループを設置して、実習内容等

をブラッシュアップし、臨床教育の充実を図ることとした。 

【２】 
② 「豊かな人間性」を育成するために、

患者理解のための臨床心理学的能力、

患者及び他の医療従事者との適切な

コミュニケーション能力、患者の人

権・生命の尊厳等に関する高い倫理観

等を重視した教育を推進する。 

 

医学科、看護学科において、「社会福祉論」、「医療人類学」、

「医療人間学」、「環境科学」などの講義及び入学１年次に医療

機関・介護施設・心身障害児施設での早期体験実習を引き続き

実施することにより、豊かな人間性の育成に努めている。また、

入学直後に行われる「医学チュートリアルⅠ」では、コミュニ

ケーション能力の育成に重点を置いた授業を展開している。 

【３】 

③ 「国際的なコミュニケーション能

力」を育成するために、文化・歴史・

社会問題等に関する幅広い視野と、外

国語によるコミュニケーション能力

を重視した教育を推進する。 

 

 

イントラネット環境下で医学英語を学ぶ「オンライン英語学

習システム」により、充実した医学英語教育を引き続き行って

いる。 

なお、平成１９年度から、大学院の改組に伴い英文論文の作

成・発表方法を講義化し、国際的なコミュニケーション能力を

育成することとした。 

【４】 

○ 教育の成果・効果の検証に関する具

体的目標 

入学センターを中心として、入学か

ら卒後の職業活動までの学生の教育

活動に関する追跡システムを構築し、

評価システムを検討する。 
 

 

 入学から卒後の職業活動までの学生の教育活動に関する追

跡システムを構築中である。 

（１）医学教育目標達成度評価指標としての「技術指標」、「態

度・意欲」に関して、体系的追跡調査を行うためのデータ

ベースの構築を８０％達成した。 

（２）初期卒後臨床研修必修化の初年度生が新たに後期研修に

入ったので、それらを加えた卒後研修病院による評価シス

テムを構築することを検討した。 
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（２）教育内容等に関する目標 

年 度 計 画 実  施  内  容 

○ アドミッション・ポリシーに応じた

入学者選抜を実現するための具体的

方策 

（ⅰ）学士課程 

【５】 
① オープンキャンパスやホームペー

ジの内容を充実させ、アドミッショ

ン・ポリシーや入試情報を周知すると

ともに、地域医療に関心を持つ受験者

を増やすために高校訪問、大学説明会

を積極的に推進する。 
 

 

 

 

 

 

（１）オープンキャンパスを７月２７日に開催し、学生、父母

及び教員等３５５名の参加があり、本学の教育理念、目標、

アドミッション・ポリシーや入試情報等を周知した。また、

アンケートのほとんどの項目で、９０％以上の参加者が参

考になったと回答した。 

（２）地域医療に関心を持つ学生を増やすため、高校訪問８校

及び大学説明会６会場に出席し、本学の教育理念、目標、

アドミッション・ポリシーや入試情報等を周知した。 

（３）ホームページの内容を検討し、入試情報を充実させると

ともに、受験生が見やすいように項目を整理するなど、利

便性を図った。 

【６】 
② アドミッション・ポリシーに沿った

学生を確保するために、新ＡＯ入試

（通称「ななかまど入試」）の選抜方

法・実施内容等を検証し、工夫改善を

図る。 

 

来年度の実施に向け新ＡＯ入試を検証し、集団面接の評価方

法の変更、自己活動記録の様式変更、２次選抜試験の日程変更

等の工夫改善を図ることとしている。 

 

【７】 
③ 上記②の検討と併せて、アドミッシ

ョン・ポリシーに沿った人材を受け入

れるという観点から、一般入試（前

期・後期）及び編入学における選抜方

法・実施内容を検証し、工夫改善を図

る。 

 

 

（１）アドミッション・ポリシーに沿った人材を受け入れると

いう観点から、編入学試験、ＡＯ入試及び一般選抜の面接

試験の評価表を改善するとともに、各試験において面接点

の配分について検証し、より効果的なものにした。 

（２）よりアドミッション・ポリシーに沿った人材を受け入れ

るという観点から、平成１８年３月に一般入試（前期・後

期）で、医学科・看護学科の受験科目を変更することを決

定し、公表するとともに、その内容についてオープンキャ

ンパス、学校訪問及び大学説明会で広くアピールした。 

（３）本学の設置目的の趣旨を踏まえて、道北・道東等の地域

出身者に限定した特別選抜（地域枠推薦入学）を平成２０

年度から導入することを決定し、公表した。 

【８】 

（ⅱ）大学院課程 

大学院進学を勧めるためのＰＲ活動

を積極的に行う。 
 

 

平成１７年度に立ち上げた博士課程のホームページに学生

募集要項、授業内容等を掲載し、大学院をＰＲしている。 

さらに、今年度から学生募集要項の送付先を新たに関連病院

や外国の協定校にまで広げＰＲに努めている。 

また、修士課程については、昨年度に引き続き、オープンキ

ャンパスの開催や募集案内をホームページに掲載するととも

に関連施設等へ送付した。また、入学を勧めるＰＲ用パンフレ

ットを新たに作成し、看護学科同窓生を中心に配布した。 
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年 度 計 画 実  施  内  容 

 学術振興後援資金による「大学院博士課程学生支援事業」と

して、経済的理由などにより修学・研究に支障がある大学院学

生に対し、授業料相当分として年額５００千円を支援すること

をＰＲしている。 

○ 教育理念等に応じた教育課程を編

成するための具体的方策 

（ⅰ）学士課程 

【９】 
① 入学初期のアーリーエクスポージ

ャー教育として、医療施設、介護施設、

心身障害児施設等において、患者・施

設利用者の目線に立った対話や介護

等を体験させることで、温かな心を持

った医療職者を育成するための実習

をさらに充実させる。 

 

 

 

 

 学生による早期体験実習報告会の発表形式について、従前

は、数施設ごとにグループ化してグループごとにまとめて発表

を行っていたが、これを各施設ごとに発表することとした。 

 このことにより、より多くの他施設での体験を共有すること

ができるようにした。 

 

【１０】 
② 医学・看護学の基礎教育としての適

正性、コア・カリキュラム等との整合

性、及び基礎から応用までをカバーす

る知識の一貫性という観点から、全カ

リキュラムの見直しに向けて調査し、

検討を開始する。 
 

 

（１）現行の授業科目の内容について、コア・カリキュラム等

との整合性、重複・不足等について、前回の調査（平成１

７年１２月７日実施）での調査漏れの部分について再調査

を行った。 

（２）６年生を対象に、講義、授業時間数、実施時期等につい

てアンケート調査を行い、カリキュラム改正の参考とし

た。 

（３）カリキュラム改正に向け、重複している科目・足りない

と思われる科目・コーディネイトのあり方等について、教

員を対象にアンケート調査を実施した。 

（４）物理、化学、生物の未履修者を対象とした「自然科学入

門」を、今年度から、基礎教育科目の選択必修科目として

新設した。 

（５）卒前・卒後の一貫した教育の調査・研究の必要性から、

教育支援体制の整備について検討し、平成１８年１１月の

役員会において、学部教育の企画立案、教育方法等の改善

並びに関連小委員会、入学センター及び卒後臨床研修セン

ターとの有機的な連携を図る組織として、「教育センター」

を設置した。 

【１１】 
③ 地域や僻地医療に情熱と関心のあ

る医療職者を育成するため、地域・僻

地医療教育実践センターを中心に、僻

地医療実習を円滑に推進する。 

 

 

学生のニーズにあった、より多様な施設の選択を可能とする

ため、地域・僻地医療教育実践センター運営委員会において、

新たな実習施設の確保を決定した。 

 

（ⅱ）大学院課程 

【１２】 
① 平成１８年度末までに、生命倫理に

関する医学セミナーを導入する。 

 

 

 大学院改組に伴い、共通講義授業の一部として、生命倫理を

盛り込んだ授業「共通基盤医学特論」を開講することを決定し
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年 度 計 画 実  施  内  容 

 た。 

【１３】 

② 平成１８年度末までに、専門領域を

横断する統合セミナー、海外からの研

究者による特別セミナーを導入する。

 

 統合セミナーについては、「先端医学特論」として開講した。

 また、平成１８年６月にミシガン大学教授を、平成１８年１

１月に南カリフォルニア大学教授を招き、特別セミナーを実施

した。 

【１４】 
③ 英文論文執筆に関する特別講義の

導入について検討を開始する。 
 

 

 大学院の改組に伴い、平成１９年度から、英文論文の作成・

発表方法を「共通医学論文特論」という授業で講義化すること

を決定した。 

○ 授業形態・学習指導法等に関する具

体的方策 

【１５】 
① リメディアル（補習）教育科目を充

実させる。 

 

 

 

 物理、化学、生物の未履修者を対象とした「自然科学入門」

を、今年度から、基礎教育科目の選択必修科目として新設した。

【１６】 
② 学生の自学自習の態度を育成する

「チュートリアル教育」を充実させ

る。 
 

 

チュートリアル教育の実施体制を強化するために、チュータ

ー養成研修会を実施した。 

また、チュートリアルの課題及びチューターガイドの質の向

上を図るため、課題作成者養成ワークショップも実施した。 

なお、開講時期が重なっていた「チュートリアルⅠ、Ⅱ」に

ついて、「チュートリアルⅠ」を前期開講、「チュートリアルⅡ」

を後期開講へ変更するとともに、これまで週２回行われていた

「チュートリアルⅠ、Ⅱ」を週１回に改め、自己学習の習慣づ

けが十分できるように配慮した。 
【１７】 
③ 医療に関するモチベーションを高

めるための早期体験実習を推進する。

 

 

 学生による早期体験実習報告会の発表形式について、従前

は、数施設ごとにグループ化してグループごとにまとめて発表

を行っていたが、これを各施設ごとに発表することとした。 

このことにより、より多くの他施設での体験を共有すること

ができるようにした。 
 

【１８】 
④ 医療・福祉施設等における実習や診

療参加型臨床実習を充実させる。 
 

 

卒前臨床教育と卒後臨床研修とを有機的に融合するため、臨

床実習委員会の下にワーキンググループを設置して、実習内容

等をブラッシュアップすることとした。 

 

【１９】 
⑤ オンライン英語学習システムの利

用を促進する。また、海外からの医療

従事者の来訪時に、シンポジウム等を

開催し、国際的なコミュニケーション

能力を育成する。 

 

 

（１）イントラネット環境下で医学英語を学ぶ「オンライン英

語学習システム」を積極的に活用し、医学英語教育の向上

を図っている。 

（２）平成１８年６月に開催したＪＩＣＡ研修プログラムの研

修員による報告会を、看護学科の授業時間割に組み込み、

学生が参加できるように整備した。 
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年 度 計 画 実  施  内  容 

○ 適切な成績評価等の実施に関する

具体的方策 

【２０－１】 

① 科目ごとの成績評価基準をシラバ

スに掲載する。 

 

 

 

科目ごとの成績評価基準をシラバスに掲載し、ホームページ

を通じて学内外の閲覧を可能とした。 

【２０－２】 
② 学業成績の優秀な学生を表彰する。

 

 平成１９年３月に、学業成績の優秀な学生を表彰した。 

 

（３）教育の実施体制等に関する目標 

年 度 計 画 実  施  内  容 

○ 適切な教職員の配置に関する具体

的方策 

【２１】 
① 一般教育担当教員の基礎教育及び

大学院教育への参加により、学部教

育・大学院教育の充実を図る。 
 

 

 

 

 学部では、生命科学、臨床医学概論、医学英語Ⅳ、医学研究

特論、人間科学など基礎医学授業の一部を一般教育担当教員が

担当している。さらに、平成２０年度末までの全カリキュラム

改正に向け、一般教育担当教員の参加を含めたカリキュラムの

検討を開始した。 

また、大学院では、教育課程強化の一環として、平成１６年

度から一般教育担当教員の教育参加を「授業」に限り認めるこ

ととしたが、平成１９年度からは、「授業」に加えて「研究指

導」もできるよう、取扱いを定めた。 

【２２】 
② 講座及び学科目の再編・統合による

教育支援体制の整備を検討する。 
 

 

（１）平成１８年１月の役員会決定に基づき、４月から関連講

座を再編・統合した。 

・基礎医学講座 

  １大講座・１２講座→５大講座・４講座 

・臨床医学講座 

 １９講座→２大講座・１４講座 

（２）学校教育法及び大学設置基準の一部改正等を視野に入れ

つつ、将来構想検討委員会が取りまとめた教育研究組織の

見直しに係る基本方針に基づき、教育支援体制の整備につ

いて検討している。 

【２３】 
○ 教育内容の検討を行うための組織

体制 

研究戦略・教育支援室において、特

色ある教育支援体制を引き続き検討

する。 

 

 

（１）文部科学省の大学教育改革の支援プログラム「魅力ある

大学院教育プログラム」及び「地域医療等社会的ニーズに

対応した医療人教育支援プログラム（医療人ＧＰ）」につ

いて、研究戦略・教育支援室が中心となって検討し、それ

ぞれ「科学的探求心溢れるリーダー臨床医の養成」、「命を

護る医療の 前線―地域に根付く小児科・産科・麻酔科医

養成のコア・プログラム」をテーマとして申請した。 

（２）平成１９年度予算に計上された「①地域医療等社会的ニ

ーズに対応した質の高い医療人養成推進プログラム」「②

がんプロフェッショナル養成プラン」「③橋渡し研究支援

推進プログラム」の公募申請に向けたプロジェクト会議を
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年 度 計 画 実  施  内  容 

設置し、検討を行っている。 

○ 教育に必要な施設・設備、図書館、

情報ネットワーク等の活用・整備の具

体的方策 

【２４】 
① 図書館の設備の充実に努め、利便性

を高める。 

 

 

 

 

老朽化した閲覧室のパソコン５台及び視聴覚室のディスプ

レー４台を更新した。 

【２５】 
② 教育環境の整備と教育方法等の改

善を図るため、引き続き講義室等にマ

ルチメディア教育設備を整備する。 
 

 

看護学科棟Ｂ講義室及びＣ講義室に液晶モニターを２台ず

つ設置した。 

また、第２実習室及び第３実習室のモニター、ＶＴＲ、ＤＶ

Ｄ、スピーカー等の視聴覚機器を更新した。 

【２６】 
○ スキルズ・ラボラトリーの利用の充

実を図る。 
 

 

 スキルズ・ラボラトリーを病棟から共通棟に移転し、面積を

拡張（１６９㎡→２６７㎡）するとともに、「小児の手背静脈

シミュレーター」、「ＡＳＬベビートレーナハートシム」、「診察

台６台」、「サポートスツール１３台」などを新たに導入し、実

習設備の充実を図った。 

○ 教育活動の評価及び評価結果を質

の改善につなげるための具体的な方

策 

 
【２７】 

① 「学生による授業評価」の信頼性を

統計解析等により評価する。 

 

● 「学生による授業評価」アンケートを実施時期毎に集計し、

結果及び上位３名の教員のコメントを本学の広報誌に掲載

し、他の授業担当教員の参考となるように広く公表してい

る。 

 

「学生による授業評価」の信頼性を高めるため、授業担当時

間数、学科、専任と非常勤、対象学生等による評点の相違につ

いて分析及び評価を行った。 

【２８】 

② 平成１７年度に創設した顕彰制度

について職員に広く周知するととも

に、教育、研究及び診療活動等の活性

化を推進するため、特に顕著な功績が

あったと認められる職員を表彰する。

 

 職員表彰規程の運用に関する申合せを本学ホームページに

掲載し、職員に周知するとともに、広く顕著な功績があった者

の推薦を求めた。 

 

 

（４）学生への支援に関する目標 

年 度 計 画 実  施  内  容 

○ 学習相談・助言・支援の組織的対応

に関する具体的方策 

【２９－１】 

① 何でも相談窓口や学年担当教員制

度の周知徹底と活用を促進する。 

 

 

 

 

 学部及び大学院の新入生に配付する「学生生活のしおり」に、

「何でも相談窓口」の設置と相談内容に応じた相談制度につい

て記載するとともに、入学時に開催するオリエンテーションに

おいても、同制度について周知している。 

また、学部学生には、学年担当教員からガイダンス等を通じ

て、履修指導及び生活指導をきめ細かく行う旨をアナウンス

し、教員と学生間の垣根を低くするための取り組みを続けてい
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年 度 計 画 実  施  内  容 

る。 

さらに、投書箱「学生の声」を設置し、学生のニーズの把握

に努め、学生生活の改善に役立てることとした。 

【２９－２】 

② 大学院における相談員制度の周知

徹底と活用を促進する。 

 

 

 大学院学生には、入学時のオリエンテーションで相談員制度

について説明している。さらに、パンフレット等の作成による

周知についても検討している。 

 
○ 生活相談、健康相談等に関する具体

的方策 

【３０－１】 
① 実習参加学生に対する各種感染予

防や放射線取扱いなどの健康指導を

推進する。 

 

 

 

 

 

 実習参加学生にはＢ型肝炎ワクチンの接種、新入生・編入生

にはツベルクリン反応検査を実施している。 

また、学生の放射線の被曝量を毎月測定し、被曝量が一定水

準を超えている場合には、実習内容を調査するとともに、放射

線取扱主任者による指導を行うなど、放射線障害の予防に努め

ている。 

【３０－２】 
② 健康診断受診率の向上のためのＰ

Ｒ活動や義務付けを推進する。 

 

学生の健康診断受診率は、ＰＲ、啓発活動及び関係教員から

の受診指導等により、医学科９９．７％、看護学科１００％と

ほぼ全員が受診した。 

 

【３０－３】 
③ 禁煙に関する相談、カウンセリング

やセクハラ・アカハラの相談体制を充

実させるとともに、啓発活動を推進す

る。 

 

 

セクハラに対してのポスターの掲示及びリーフレットの作

成・配付による啓発活動を行うとともに、相談員について、広

報誌及び学生生活のしおり等で周知した。また、「イッキ飲み」

及び「喫煙」による健康被害についても、ポスターによる啓発

活動を推進した。 
 

○ 留学生に対する配慮 
【３１】 
① 留学生に対し修学支援体制を充実

させる。 

 

 

 

 英語教員の協力の下、日本語の補講時間数を、従来の８０時

間から１２０時間に増やし、レベルに合わせた指導を行ってい

る。 

また、学術振興後援資金支援事業として、４月から２名の留

学生に対して奨学資金を支給した。 
 

【３２】 
② 留学生の住宅環境及び生活環境の

向上に努める。 

 

 

（１）平成１９年１月に留学生に対し、住宅環境及び生活環境

についてのアンケート調査を実施した。その結果を、住宅

環境等の向上に反映させることとしている。 

（２）留学生支援事業の一環として、学術振興後援資金から２

名の留学生に、月額３０千円を助成した。 
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２ 研究に関する目標 
（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標 

年 度 計 画 実  施  内  容 

○ 目指すべき研究の方向性 

【３３】 
① 独創性のある生命科学の研究を推

進する。 
 

 

 

「独創性のある生命科学研究」のプロジェクト課題を、『生

活習慣病に関する総合的研究－分子遺伝学的病態解析から予

防･治療まで－』と『北方圏における特有な疾患の病態解明と

その制御』として学内公募を行い、重点的に取り組むべき領域

の研究課題１０件を採択し、学長裁量経費から１１,０００千

円を研究助成した。 

【３４】 
② 地域に関連のある疾患の研究を推

進し、健康増進に役立てる。 

 

 

地域に根ざした研究として「難治性寄生虫疾患（エキノコッ

カス症、脳嚢虫症）に関する研究」、「白樺花粉症発症に係わる

免疫機構に関する研究」及び「積雪寒冷地での凍死の病態学的

研究と診断確立」などの研究を継続して推進している。 

○ 重点的に取組む領域 
【３５】 
① 高次機能維持・遺伝子発現制御・難

治性疾患制御の分子基盤の研究を引

き続き推進する。 
 

 

 

高次機能維持・遺伝子発現制御・難治性疾患制御の分子基盤

の研究として、以下の新規１０課題を重点的に推進している。

【新規】 

① 心筋梗塞の病態形成におけるプロスタノイドの役割 

② 酸化ストレスおよびサイトカインの修飾によるメタボリ

ックシンドローム克服に向けた新たな戦略 －動脈硬化進

展抑制をめざすストレス対策と癒しの医学の確立－ 

③ 糖尿病性腎症進展予防に対する治療戦略標的としての

Interleukin－18（IL－18） 

④ 糖尿病網膜症の初期病態の解明 

⑤ 尿路結石症患者におけるメタボリックシンドロームの関

連についての臨床的検討 

⑥ 高脂肪食による肝細胞内脂肪蓄積メカニズムの解明 

⑦ 医学部学生における生活習慣病リスクファクターの推移、

およびこれに対する入学前生活の影響の検討－血清マグネ

シウム値を含めた検討－ 

⑧ 北海道で流行しているエキノコックス症の病態解析 

⑨ 積雪寒冷地での凍死の法医病態学的研究と診断確立 

⑩ シラカンバ花粉症に対するワクチン療法の開発 

【３６】 
② 地域に関連のある感染性疾患・アレ

ルギー性疾患・寒圏医学等に関する調

査研究及び病態解明に関する研究を

継続する。 

 

地域に特異的な感染性疾患、アレルギー性疾患及び寒圏医学

の研究を推進するため、今年度のプロジェクト課題を「北方圏

における特有な疾患の病態解明とその制御」として、「北海道

で流行しているエキノコックス症の病態解析」、「シラカンバ花

粉症に対するワクチン療法の開発」及び「積雪寒冷地での凍死

の法医病態学的研究と診断確立」の３つの課題研究について重

点的に取り組んでいる。なお、これらの研究に対して、学長裁

量経費から３，５００千円を助成している。 
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年 度 計 画 実  施  内  容 

【３７】 
③ 遠隔医療システムの更なる高質化

を図るとともに、幅広いネットワーク

を形成し、国内外の遠隔医療の推進に

努める。 

 

 

遠隔医療システムは、道内を中心に国内外４１の医療機関と

ネットワークを形成し、地域間の医療格差の是正、医療過疎の

解消に貢献している。 

平成１８年５月から、通信衛星を使って遠隔医療の実証実験

を行っている。この実験は、主に光・ＡＤＳＬ回線が整備され

ていない地域や、整備されていても回線が不安定のため、実際

の運用に不具合が生じる地域との遠隔診断・治療を支援するも

ので、特に通信条件が不利な離島や過疎地の診療所との間で、

遠隔医療に適した安全かつ効果的な遠隔医療ネットワークの

研究開発の一環として、利尻島との伝送実験を定期的に実施し

ている。 

○ 成果の社会への還元に関する具体

的方策 
【３８】 
① ホームページに掲載した学内の研

究情報を、随時更新する。 
 

 

 

 

（１）教員の研究業績（学術論文、著書等）、学術講演、特許

及び技術移転、外部資金の受入などの実績についてデータ

を収集し、ウェブサイトを更新した。 

（２）学術成果リポジトリの構築に向けて、「学術成果リポジ

トリ委員会」を設置し、平成１８年１２月から、論文情報

の登録を開始した。 

【３９】 
② リエゾンオフィスの設置に向けて、

引き続き検討する。 

 

 リエゾンオフィスを設置することとし、その組織を事務局で

検討することとした。 

【４０】 
③ 引き続き、民間企業等との共同研究

等を推進する。 
 

 

 民間企業等との共同研究として、「炎症性腸疾患における可

溶性トロンボモジュリン（ART-123）の効果の作用メカニズム

に関する検討」など１９件、受託研究として、「新規膜型コレ

クチンの機能解析」など２３件、総計４２件の共同研究及び受

託研究を実施している。 

 

○ 研究の水準及び成果の検証に関す

る具体的方策 
【４１】 
① 研究の水準及び成果を、論文数・イ

ンパクトファクター等により客観的

に検証する。 

 

 

 

 点検評価室で講座等から提出された研究業績を調査・分析

し、研究の水準及び成果を客観的に検証した。 

 

【４２】 
② 地域社会貢献型の研究について、平

成１７年度に確立した検証方法に基

づき検証する。 
 

 

 地域社会貢献型の研究（ライム病及びエキノコックスに関す

る研究、白樺花粉症発症に係る免疫機構に関する研究、積雪寒

冷地での凍死の病態生理学的研究と診断の確立に関する研究）

について、過去２年間の研究論文及び学会発表等の実績をもっ

て検証した。 

 

 

 14



（２）研究実施体制等の整備に関する目標 

年 度 計 画 実  施  内  容 

【４３】 
○ 研究戦略・教育支援室を充実させ、

研究戦略にかかわる企画・立案・推進

などの支援を行う。 
 

 

（１）研究戦略・教育支援室が主体となり、「独創性のある生

命科学研究」をテーマに全学公募し、その選定作業を行っ

た。 

（２）研究成果発表会を実施するとともに、研究成果を「旭川

医科大学研究フォーラム誌」に掲載した。 

○ 研究活動の評価及び評価に基づく

奨励制度の導入 

【４４】 
① 点検評価室で実施した研究活動に

係る自己評価（平成１６年度～平成１

８年度）に対する外部評価の実施に向

け検討する。 

 

 

 

 

（１）点検評価室「研究活動」評価部会において、平成１７年

度における講座等の研究活動に係る自己点検・評価を実施

し、報告書として取りまとめた。 

（２）外部評価の実施に向け、評価実施体制、スケジュール等

について検討した。 

【４５】 
② 各講座等より提出される研究活動

の報告及びその審査に供する基準の

見直しを行う。また、傾斜配分の重み

付けの程度について再検討を行う。 
 

 

平成１８年度教育研究基盤校費の傾斜配分の評価項目とし

て、「授業に対する貢献度」、「チュートリアル教育」、「特筆す

べき業績等」、「ＪＩＣＡの研修主催」などの項目の見直しを行

い、さらに診療関連事項については、一部の診療科の評価事項

に対し、再検討を行った。 

【４６】 
③ 平成１７年度に創設した顕彰制度

について職員に広く周知するととも

に、教育、研究及び診療活動等の活性

化を推進するため、特に顕著な功績が

あったと認められる職員を表彰する。

 

 職員表彰規程の運用に関する申合せを本学ホームページに

掲載し、職員に周知するとともに、広く顕著な功績があった者

の推薦を求めた。 

 

【４７】 
○ 中央研究施設による研究支援体制

を見直し・整備・充実を図る。 
 

 

 学部学生実習及び各講座・各研究グループへの研究支援の在

り方について、各方面から意見を聴取した。それを踏まえて、

医学研究における動物実験の技術的方法論の多面的支援を行

い、また、一定期間研究用機器の貸出し及び操作方法等の指導

体制等を整備した。 

【４８】 
○ 外部資金の獲得、知的財産管理等に

係る具体的方策 
① 外部資金獲得のため、「独創性のあ

る生命科学研究」を選定し、それに対

し、学内で当該研究への参画研究プロ

ジェクトを公募し研究班を形成する。

 

 

 

 

「独創性のある生命科学研究」のプロジェクト課題を、『生

活習慣病に関する総合的研究－分子遺伝学的病態解析から予

防･治療まで－』と『北方圏における特有な疾患の病態解明と

その制御』の２題として学内公募を行った結果、１１件の申請

があり、その内１０件を採択し、学長裁量経費から

１１,０００千円を研究助成した。 

【４９－１】 
② 文部科学省科学研究費補助金の申

請を各教員１件以上行い、採択率の向

 

 文部科学省科学研究費補助金の申請について、説明会、大学

ホームページによるＰＲ及び講座等への積極的な働きかけを
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年 度 計 画 実  施  内  容 

上に努める。 行った結果、継続４３件、新規２５８件を申請した。 

【４９－２】 
③ 厚生労働科学研究費補助金、ＣＲＥ

ＳＴ、ＮＥＤＯ等の申請について、学

内研究プロジェクトは積極的に申請

を行う。 
 

 

 文部科学省科学研究費補助金以外の各種研究費助成につい

て、説明会及び大学ホームページや電子メールを活用してＰＲ

を行っている。本年度から、研究分野が限定される研究助成に

ついては、該当講座に個別に資料を配付している。 

今年度は、武田科学振興財団等の研究助成等へ５０件応募し

た。 

【５０】 
④ 知的財産創出手法、特許の出願や利

益相反問題等への対応など、知的財産

に関する学内啓発を行い、知的財産の

計画的創出を図る。 
 

 

 知的財産に関する学内啓発を次のとおり行った。 

（１）平成１８年９月２０日から、本学の知的財産管理アドバ

イザー（科学技術振興機構 特許主任調査員）による知的

財産に関する相談体制を整備した。 

（２）平成１８年１１月１６日に科学技術振興機構から講師を

招き、「知的財産制度説明会」を実施した。 

（３）独立行政法人科学技術振興機構が開発した「特許・文献

統合データベース」から、科学技術文献情報等を検索でき

るよう、整備した。 

 

３ その他の目標 
（１）社会との連携、国際交流等に関する目標 

年 度 計 画 実  施  内  容 

○ 地域の医療従事者に対する生涯学

習サービスの実施 
【５１】 
① スキルズ・ラボラトリーを地域医療

従事者の技能の向上・維持のために開

放する。 

 

 

 

 地域医療従事者が技能向上・維持のために利用できるよ

う、関連病院等にＰＲした。 

 

【５２】 
② 遠隔医療センターのシステムを用

いた学外の医療機関へのリアルタイ

ムでの医療技術指導、画像診断及び病

理診断サービスを拡充する。 
 

 

道内を中心に国内外４１の医療機関とネットワークを形成

し、リアルタイムでの手術の指導、ＭＲＩ・ＣＴ・Ｘ線フィル

ム画像・心電図・消化管内視鏡像などの画像診断、術中迅速病

理組織診断（テレパソロジー）などを行っている。 

アジアを世界の情報拠点にするため政府が進めている「アジ

ア・ブロードバンド計画」の第一弾プロジェクトに、「国際遠

隔医療実験」が採用され、シンガポール共和国及びタイ王国と

の間で、手術の高画質立体動画をリアルタイムで相互に伝送す

る実験を行い、新しい画像送受信技術の確立や、日本の進んだ

医療を東南アジアなどに広める国際医療支援拠点を目指して

いる。 

【５３】 
③ ホームページにより医薬品情報の

発信を充実する。 
 

 

 以下の医薬品情報を病院薬剤部のホームページに掲載し、随

時更新するなど、常に新しい情報発信に努めている。 

① 患者さん向け説明文書（特定生物由来製剤） 

② 患者さん向け薬品情報提供データ 
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年 度 計 画 実  施  内  容 

③ 医薬品相互作用データベース 

④ 医薬品添付文書情報 

⑤ メールお薬相談室 

○ 地域住民への予防・健康医学等の啓

発活動及び学習の場を提供する。 
【５４】 
① 年２回以上の公開講座を開催する。

 

 

 

 

 前期、後期として２回の公開講座を実施した。前期講座は、

看護学科が、体を清潔に保つための意義とその実践について実

施した。後期講座は、医学科が中心となり、臨床医学のみなら

ず基礎医学、心理学及び薬学の教員が、それぞれの専門分野か

ら、脳の機能や精神活動について講義を行った。 

（１）前期 体験型『知っておきたい看護・介護技術－体を清

潔に保つために－』 

開催日：平成１８年７月２５日・２６日 

受講者数：２５人 定員：２０人 

（２）後期 講義型『脳と心の話』 

開催期間：平成１８年９月１１日～１０月３日 

開催回数：６回 受講者数：１３３人 定員：１００人

【５５】 
② 住民の要請に応じて講師を派遣す

る「旭川医科大学派遣講座」の内容を

充実させる。 

 

 派遣講座の講師を、教員のほか専門知識を有する薬剤師・看

護師等医療技術職員まで広げ、講演題目を充実させた。今年度

の実績は、昨年度（６６件）を上回る８９件となった。 

○ 社会人への教育上の配慮の促進 
【５６】 
① 夜間や夏季・冬季の休業期間中の研

究指導等の配慮を継続する。 

 

 

 １８時以降からの講義や休日での研究指導など、学生に配慮

した授業及び研究指導を継続している。 

 

【５７】 
② 平成１７年度に大学院修士課程に

長期履修コースを導入済みであり、今

後とも社会人の勉学環境に配慮する。

 

 博士課程においても、長期履修コースの導入について、検討

を開始した。 

 

【５８】 
③ 医師・看護師以外の専門家を養成す

るための医科学専攻大学院に関する

情報を入手し、設置の可能性について

引き続き検討する。 

 

 平成１９年度に大学院博士課程を改組したことから、その実

効性を見定めた上で、設置の可能性について検討することとし

た。 

 

【５９】 
④ 初期卒後臨床研修終了後の病院勤

務医に対して、博士課程（夜間開講）

入学を積極的に勧める。 
 

 

講座及び大学院担当教員を通じて、大学院への進学を勧め

た。また、新たに、学生募集要項を関連病院にも送付し、広く

ＰＲを行った。その結果、博士課程１５名の定員に対し、２３

名の入学者があり、その大半は社会人学生である。 
 

【６０】 
○ 図書館の地域医療従事者への２４

時間開放の実施に向けて、昨年度に続

 

大学への入退管理と駐車場の利用方法（有料・無料）につい

て、関係部署と協議を進めている。また、地域医療従事者への
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年 度 計 画 実  施  内  容 

き検討する。 ２４時間開放に向けて、平成１９年度に試行することとした。

○ 国際的な交流や留学生の受け入れ

についての体制整備 

【６１】 
① 国際交流企画推進室において、外国

大学等との学術交流・留学生交流の一

層の推進に努める。 

現在実施されている講座等での国

際交流実績に基づいて諸外国大学等

との姉妹校提携について引き続き推

進する。 

 

 

 

 国際交流推進室において、外国大学等との学術交流・留学生

交流の一層の推進に努めるとともに、講座等と諸外国の機関と

の学術交流実績を基に、交流協定の締結について引き続き検討

している。 

 

【６２】 
② 外国人研究者や留学生の宿泊施設

を含めた国際交流センターの設置を

検討する。 

 

外国人研究者や留学生の宿泊施設を含めた国際交流センタ

ーの設置に向け、基本設計等の準備を進めることとした。 

 

【６３】 
○ 発展途上国への研究・教育・技術供

与を行う。 
 

 

（１）昨年度に引き続き、寄生虫学講座、内科学第一講座、眼

科学講座、脳神経外科学講座を中心に、インドネシア共和

国ほか８カ国の発展途上国に対して、 

①遺伝子診断法等の技術移転セミナーの開催 

②心臓エコー検査技術の普及や心臓カテーテル検査技術

の導入に対する援助 

③アジア・ブロードバンド計画に沿った遠隔医療の実施 

④若手外科医を対象とした教育講演 

を継続して行っている。 

（２）国際協力機構（ＪＩＣＡ）からの５年間の委託事業で、

発展途上国の保健医療関係者が自国の乳幼児死亡率の低

下や妊産婦の健康状態改善を目指すために学ぶ、「母子保

健人材育成コース」の研修を４０日間にわたって実施し

た。４年目の今年度は、アフリカのベナン、ケニア、タン

ザニアや南米のボリビヴィアなど７カ国から医師、保健

師、看護師等８人を受け入れた。５年目となる平成１９年

度に、バングラデシュ、エジプト、ネパール、パプアニュ

ーギニアなど８ヶ国からの医師、保健師、看護師等９人の

受け入れを決定した。 

 

（２）附属病院に関する目標 

年 度 計 画 実  施  内  容 

○ 患者本位の医療の充実・推進 
【６４】 
① 平成１７年度で、再開発も全て終了

し、今後は、臓器別・系統別の診療体

制が、患者に対して機能的な役割を果

たしているか、継続的な検証を行い、

医療の質の向上に努める。 

 

 

（１）内科、外科を同一フロアに配置することで、診療科の枠

を超えたチーム連携による機能的な診療体制となり、医療

の質の向上が図られた。 

（２）外来に従事している職員を対象に、診療体制に関するア

ンケート調査を実施した。今後は問題点等を整理し、病院
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年 度 計 画 実  施  内  容 

 運営に反映させることとした。 

【６５】 
② 臓器別専門医療間の緊密な連携を

図り、総合的医療の充実による全人的

医療を目指す。 

 

外来診療棟の同一フロアに内科と外科を配置することで、一

体化した臓器別診療体制を構築し、平成１８年４月１０日から

運用を開始した。 

【６６】 
③ 患者から、医療サービスの評価を受

ける等、患者参加型の医療を充実させ

る。 
 

 

（１）患者から医療の質・サービスの評価を受けるため、診療

実績、先進医療への取組みや病院統計等をホームページ上

に公開した。 

（２）患者や患者の家族等からの「声」を本院の運営等に役立

てるため、「ご意見箱」を玄関ホール及び病棟各階の家族

控室に設置し、寄せられた意見に対する対応について「患

者医療相談等に係る検討委員会」で検討し、その結果を、

病院長補佐会議、病院運営委員会等に報告するとともに、

速やかに院内掲示で周知している。 

（３）患者が病気や治療についての情報を得ることにより、治

療への積極的な参加と自己決定の促進を図るため、患者サ

ービスの一環として病院ライブラリーの設置を決定し、平

成１９年４月上旬のオープンを予定している。 

【６７】 
④ 救命救急センターの設置を検討す

る。 
 

 

平成１８年１月から旭川市二次救急医療輪番制に参加し、救

急患者を積極的に受け入れつつ、救命救急センターの設置につ

いて、病院長補佐会議で継続的に検討している。 

【６８】 
⑤ 平成１７年度には、緩和医療専門外

来を設置する等、取り組みとしては一

定の成果を上げており、今後も、継続

的に医療の質の向上を図る。 

 

 緩和ケアリンクナースを配置し、リンクナース会議、院内リ

ンパマッサージ学習会及び院内緩和ケア発表会の開催を通し

て啓発活動を行うなど、継続的に内容の充実を図っている。 

 

【６９】 
⑥ 病院給食の更なる充実を図ること

で、質の向上を目指す。 
 

 

（１）選択食、イベントメニュー及びお祝い食を継続して実施

しており、病態に配慮した内容で好評を得ている。 

（２）平成１８年８月に病院給食についてアンケートを行い、

患者の嗜好や味覚の個人差、食事療法への理解などについ

て検討し、献立内容の改善に努めている。また、食欲不振

患者には、極力個人対応食で対応し、栄養不良の改善に努

めている。 

○ 診療支援体制の整備 

【７０】 
① 平成１６年度から、診療支援体制の

整備の一環として、物流部門における

物品マスター管理の拡大等、物流管理

システムの充実を図ってきた。 

  今後は、平成１７年度に導入した手

術部等の物品管理システムとの連携

を進め、コスト分析機能を高めるな

 

 

 物品マスターの拡大により、物品管理システムにおいて、預

託在庫物品を含む特定保険医療材料と単価が５００円以上の

一般診療材料を対象にバーコードによる管理が実現しており、

その結果、手術部患者情報管理システムから人件費等を、医事

システムから収入情報を基に、術式及び担当医別のコスト分析

が可能となった。 

 今後は、手術部委員会、病院運営委員会において運用方法に
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年 度 計 画 実  施  内  容 

ど、運用面の更なる充実を図る。 

 
ついて報告するとともに、各診療科へ分析結果を資料提供する

ことにより、コスト削減に取り組むこととする。 

【７１】 
② 地域医療総合センターとして、各部

署が機能・効率的に地域医療に貢献し

ているか検証を行う。 
 

 

地域医療総合センターが設置されたことにより、総合医療体

制が確立され、より迅速かつ高度な専門医療が行われる一方、

第二次救急医療施設としても重要な役割を担っている。 

また、救急部の医師と地域医療連携室のメディカル・ソーシ

ャル・ワーカー（ＭＳＷ）が市中の療養型病院を訪問し、病病

連携の推進及び退院支援のための後方ベッドについて依頼し

ている。 

【７２】 
③ 遠隔医療システムの更新にともな

い、ネットワークを含めた新たな技術

の開発を推進する。また、医療情報イ

ンテリジェントデータベースシステ

ムの開発に着手する。 

 

 

平成１７年度遠隔医療システムの更新に伴い、データのデジ

タル化・ＩＰ化により、鮮明な画像の保存や記録が可能となっ

た。 

また、医療情報インテリジェントデータベースシステムの研

究開発では、診断及び治療法の決定の迅速化を目指し、「診断

支援システム」、「症例検索システム」を構築した。 

【７３】 
④ 医療技術の水準を向上させるため、

高度先進医療にかかる設備等につい

て、継続的な計画のもと充実を図る。

 

 

密封小線源治療システムの更新をはじめ、光学医療診療部に

消化器内視鏡治療システム、小腸電子内視鏡システム、デジタ

ルＸ線透視撮影装置、気管支内視鏡診断システム 

を導入した。 

 さらに、レーザ走査型眼底検査装置、超音波診断装置、超音

波診断・治療システム、全自動血液学検査システム、関節鏡シ

ステム、定位脳ナビゲーション手術システム、血液ガス分析装

置、輸液ポンプ、シリンジポンプ、新生児用人工呼吸器、ポー

タブル脳波計、生体情報モニター、搬送用保育器の導入を決定

した。 

なお、設備の有効利用及び効率的・機能的な更新並びに利用

を推進するため、設備整備のマスタープランを策定した。 

○ 高度先端医療の開発・提供 

【７４】 

① 高度な医療技術の開発や、患者のニ

ーズに対応した高度先進医療を提供

するため、高度先進医療専門委員会を

中心に、医療技術水準の向上を図り、

新たな診断・治療・医療技術等の開発

を推進する。 

 

 

 

厚生労働省の先進医療の承認等の状況は以下のとおり。 

（１）「悪性黒色腫又は乳がんにおけるセンチネルリンパ節の

同定と転移の検索」（平成１８年１０月１１日付け承認）

（２）｢カラー蛍光観察システム下気管支鏡検査及び光線力学

療法｣（平成１８年１０月２６日付け承認） 

（３）「硬膜外腔内視鏡による難治性腰下肢痛の治療」（平成

１９年３月２３日付け承認） 

なお、健康保険法等の改正により平成１８年１０月２０日付

けで高度先進医療から先進医療に変更になった「腹腔鏡下広汎

子宮全摘出術」と合わせて、現在４件が承認されている。 

【７５】 
② 平成１７年度に引続き、疾患別治療

コスト分析と 適な治療計画（クリニ

 

病院情報管理システムと組み合わせた電子クリニカルパス

システムを開発し、現在、一部の病棟で試行している。 
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年 度 計 画 実  施  内  容 

カルパス）立案を支援するシステムの

構築を図る。 

 

○ 病院情報の公開と情報管理 

【７６】 

① 病院情報として、診療科、部門別の

診療実績等をホームページ上におい

て公開する。 

 

 

 

ホームページ上に掲載している大学概要の中で、病院全体の

診療実績（患者数、検査件数、手術件数等）を公開している。

 また、患者から医療の質・サービスの評価を受けるため、診

療実績、先進医療への取組みや病院統計等を、ホームページ上

で公開した。 

【７７】 
② 病院情報管理システムにおけるセ

キュリティ管理の点検を行い、改善に

向けた具体策を検討する。 

 

 

（１）管理者が、必要に応じて利用者のシステム操作ログを参

照できるソフトウエアを開発し、運用を開始した。 

（２）サーバ室を常時施錠し、開錠には職員カードを通すよう

に改善した。 

○ 医療の質やサービスに対して自己

評価や外部評価による評価制度の検

討 

【７８】 

① 病院機能モニター委員会による、定

期的、継続的な自己点検の実施によ

り、病院機能状況を把握し、恒常的な

医療の質の向上を図る。 

 

 

 

平成１８年１１月に診療科等に自己評価調査票を配付し、自

己点検及び自己評価を行うとともに、平成１８年８月及び平成

１９年２月に、モニター委員による実地点検を実施し、医療の

質やサービスの向上を図った。 

 

【７９】 
② 目標・計画にかかる自己点検を実施

し、病院運営の改善等に反映させる。

 

 

 自己評価基準に基づく自己点検を実施し、病院運営の改善等

に活用している。 

 また、事業計画の実施状況等について、点検した。 

【８０】 
③ 評価結果については、院内外に周

知・公表する。 

 

 

（１）病院の経営状況を明確にするため、財務諸表をホームペ

ージ上で公開した。 

（２）患者から医療の質・サービスの評価を受けるため、病院

統計をホームページ上で公開した。 

○ 安全管理（リスクマネジメント）体

制の整備 

【８１】 

① 医師、コ・メディカルの勤務体制の

見直しと、安全管理からみた人員配置

の適正化の検討を、継続的に行う。 

 

 

 

 

（１）勤務体制を見直した結果として、平成１８年度採用枠と

して任期付看護師２３名、６時間パート看護師１７名を増

員した。 

（２）採血業務対応として、中央採血室に６時間パートの臨床

検査技師２名を増員した。また、採血業務の見直しを行い、

臨床検査技師（フルタイム）１名を採用した。 

（３）理学療法室を改組して理学療法部を設置し、専任の医師

（助手）１名を配置するとともに、理学療法士１名（フル

タイム）１名、受付６時間パート１名の増員を図った。 

（４）歯科口腔外科に歯科衛生士（フルタイム）１名を新規に

配置した。 
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年 度 計 画 実  施  内  容 

（５）精神科神経科に精神保健福祉士（フルタイム）１名を新

規に配置した。 

（６）小児科に臨床心理士（フルタイム）１名を新規に配置す

ることとした。 

【８２】 
② 安全な医療を提供するため、既存の

安全管理体制が十分な機能を果たし

ているか、具体化した安全予防策の検

証・評価をするとともに、更なる、機

能強化の充実を図る。 

 

 

（１）リスクマネージャー（ＲＭ）連絡会議を毎月開催し、安

全管理対策について検討するとともに、検討内容は、四半

期毎に開催する全部署のＲＭが出席する全体会議で報告

し、全ＲＭで活動内容の検証・評価を行っている。 

   また、都合により会議を欠席したＲＭへは、書面により

会議内容を所属職員へ周知及び注意喚起するよう促し、実

施した旨の署名・押印の提出を求めている。 

（２）医療調査委員会等では、専門性を有する外部委員として、

市内の他病院の医師や弁護士を積極的に活用し、審議内容

等の透明性を確保するなど、安全管理体制の機能の充実強

化に努めている。 

（３）本年度からの医療安全対策加算の要件を満たすとともに

スキルアップを目指し、ＧＲＭ等が院外研修に積極的に参

加し、ＲＭ連絡会議等で院内にフィードバックしている。

○ 医療従事者等の教育・研修の充実 

【８３】 

① 臨床研修の第１期生が終了したこ

とにともない、研修プログラムや研修

内容の総括を行い、プログラムの充実

を目指す。 

 また、専門医の養成を目的とした、

高度な専門医療知識、技術修得のため

の専門臨床研修を開始するとともに、

後期卒後臨床教育体制を整備する。 

 

 

研修医及び学生へのアンケートを基に、研修ローテーション

を見直し、診療科ごとの研修項目・具体的な研修内容の整理を

行った。 

なお、大学病院と協力６病院の診療科の中から、研修を行う

診療科を選択することができる「自由選択コース」を平成２０

年度から設けるなど、研修プログラムの充実を図った。 

専門臨床研修は、各診療科において、学会認定専門医及び指

導医による指導を行い、専門医養成の充実を図った。 

【８４】 
② 引き続き、院内の医師、コ・メディ

カル等職員の生涯教育として、各分野

における専門的な生涯教育を行う。 

 

 

（１）学内外の学生・職員を対象とした「旭川医科大学フォー

ラム」を開催した。講演は、新任教授、学外研究者、学内

研究プロジェクト担当者などによって行われ、毎回５０～

１００名の参加者を得ている。また、このフォーラムは「北

海道医師会生涯教育プログラム」になっており、地域医療

者の生涯教育として機能している。 

（２）卒後臨床研修及び院内の医師の生涯教育の一環として、

年４回、学内臨床病理検討会（ＣＰＣ）を実施しており、

平成１８年５月２４日、８月２３日、１１月２２日及び平

成１９年２月２８日に実施した。いずれも研修医を中心に

７０名前後が参加した。 

（３）病院職員を対象とした生涯教育プログラムとして、「医

療変革時代を乗り越える」と題する講演会を平成１９年３

月２日に開催した。 

（４）私立大学病院の現状や経営について学ぶことを目的とし
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年 度 計 画 実  施  内  容 

て、平成１８年１０月２７日に慶應義塾大学から講師を招

き、「大学病院の役割と病院改革」と題する講演会を開催

した。 

【８５】 
③ 職員の意識向上を目的として、接

遇、経営戦略等に係る研修を実施す

る。 

 

 

（１）平成１８年１０月１６日に滋賀医科大学から講師を招

き、「国立大学法人が直面する経営危機」と題する講演会

を開催した。 

（２）私立大学病院の現状や経営について学ぶことを目的とし

て、平成１８年１０月２７日に慶應義塾大学から講師を招

き、「大学病院の役割と病院改革」と題する講演会を開催

した。 

（３）事務職員を対象とした接遇研修を平成１８年１０月２３

日、１１月２７日の２日間実施した。 

【８６】 
④ インターネットを介した「北海道メ

ディカルミュージアム」を利用し、道

内の医療従事者や住民に対し、身近な

医療に関する知識や情報を提供する。

 

 

平成１８年４月１９日に「糖尿病予防のススメ～怖い合併

症・神経障害と腎臓障害～」と題し道内１１拠点の市町村と、

また、平成１９年２月２１日に｢脳卒中から家族を守る～脳外

科に関わる病気の症状と治療法～｣と題し道内７拠点とインタ

ーネット回線で結び、地域住民及び医療従事者に対して講演を

行った。 

○ 病院長補佐体制の強化 

【８７】 

① 健全な病院経営を目的に、経営企画

部の更なる体制を強化させるととも

に、病院経営戦略として、将来を見据

えた基本計画を提案することで、病院

長の補佐体制を充実させる。 

 

 

健全な病院運営を行うため、経営企画部が中心となり、病院

として優先的に取り組むべき課題を複数年に亘り整理し、病院

の事業計画を策定し、病院運営委員会で報告した。 

 

【８８】 
② 迅速な意思決定をするためには、よ

り十分な補佐体制が必要であり、医師

のみでなく看護部や各部門等、専門性

を考慮した人材登用も視野に入れる

等、必要に応じて見直しを行うこと

で、病院長補佐体制の強化を図る。 

 

病院長補佐体制の強化を図るため、審議事項によっては、必

要に応じて専門的視点に立った意見・見解を病院長補佐会議の

メンバー以外にも求めるなど、迅速かつ適切な意思決定に努め

ている。 

 

○ 自己収入の増加 

【８９】 
① 従来の自費診療に加えて、セカンド

オピニオン外来を新設する等で、増収

策を図る。 
 

 

 

（１）平成１８年６月２０日開催の病院長補佐会議でセカンド

オピニオン外来の新設を検討し、平成１９年３月に設置し

た。 

（２）諸料金規定において、「ヒト体外受精・胚移植法」につ

いて見直すとともに、「陥入爪手術料」について新規に料

金設定を行った。 

（３）未収金及び不良債権の防止策として、診療費の委任払い

制度及びクレジットカードでの決済を開始した。 
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年 度 計 画 実  施  内  容 

【９０】 
② 高度先進医療を積極的に提供する

他、光学医療診療部及び理学療法部を

設置することで、増収策を図る。 

 

平成１８年４月に光学医療診療部及び理学療法部を設置す

るとともに、人員及び設備を充実し、増収を図った。 

 

【９１】 
③ 病院管理会計システムを利用し、各

部門毎の仔細な情報を分析・提示する

ことで、病院職員としての意識改革を

図る。 

 

 

病院運営状況として、病院管理会計システムによる部門別原

価計算表を、病院運営委員会等に提示した。今後の定期的な提

示に向け、さらに検討を行っている。 

また、タイムスタディの実施結果を、病院収支を明確にする

上での人件費基礎資料に活用した。 

【９２】 
④ 地域医療総合センターにおける、地

域医療連携室の役割分担を明確化し、

機能をより強化させることで、病院収

入の増加を図る。 

 

 

地域医療総合センター設置により病病連携が強化された。地

域医療連携室には他の医療機関から前年度比１．７倍の予約紹

介があった。このことは、急性期病院として外来・入院患者の

受け皿となっているだけではなく、高度な医療を提供し地域医

療支援を行っていることの証として現れている。 

地域医療連携室は診療予約にとどまらず、病床管理による効

率的な入院、退院支援、社会復帰などについての医療相談、社

会福祉制度の活用及び公費申請などの医事相談を行っている。

これらを一貫したサービスとして患者に提供することで、外来

受診、療養・入院生活、退院、在宅療養へ円滑に移行している。

もとよりこの支援が稼働率の上昇とあわせて平均在院日数の

短縮に著しく貢献し、病院収入の増収につながっている。 

 

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化 
１ 運営体制の改善に関する目標 

年 度 計 画 実  施  内  容 

【９３】 

○ 学長を中心とした役員会等の構成

員、規模等運営体制の改善点、問題点

を検証し、必要に応じ見直しを行う。

 

 

（１）役員会に監事２名と平成１７年８月に学長補佐から格上

げした副学長（大学評価・社会連携担当）を陪席させて、

引き続き密接な連携を図っている。 

（２）本学の重要事項等を看護師はじめ交替制勤務者等へ効率

的に周知するため、平成１９年２月から広報誌「旭川医科

大学通信」を発行し、学内広報体制の強化を図った。 

【９４】 

○ 各種委員会の見直しを行い、必要に

応じ構成員に事務職員を加え、委員会

等の運営改善を図る。 

 

 

各種委員会等の在り方について、 

（１）教員が教育、研究及び診療に専念できる体制の整備 

（２）事務職員等が教員と連携協力して大学運営の企画立案に

積極的に参画する体制の整備 

（３）統廃合を含めた委員会等の在り方 

の観点から見直し、事務職員が構成員として積極的に参画する

など、適正化を図った。 
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年 度 計 画 実  施  内  容 

【９５】 

○ 適正な経営戦略に立った学内資源

配分の体制の下、効率的な設備投資等

を行う。 

 

 

必要性、緊急性、病院収入の収納状況を勘案し、学部共用設

備である透過性電子顕微鏡を更新するとともに、診療設備とし

て超音波診断装置、全自動血液学検査システム等の整備を図っ

た。 

 

２ 教育研究組織の見直しに関する目標 

年 度 計 画 実  施  内  容 

【９６】 

○ 教育研究組織の見直しの方向性 

  将来構想検討委員会で取りまとめ

た教育研究組織の見直しの方向性に

係る基本方針に基づき、その具体化に

ついて、引き続き検討する。 
 

 

（１）平成１８年１月の役員会決定に基づき、４月から関連講

座を再編・統合した。 

・基礎医学講座 １大講座・１２講座→５大講座・４講座

・臨床医学講座 １９講座→２大講座・１４講座 

（２）学校教育法及び大学設置基準の一部改正等を踏まえ、教

育研究組織の見直しについて検討している。 

（３）学生の収容定員に対する充足率が特に低い大学院博士課

程について、充足率の向上に向けてワーキンググループを

設置し、魅力ある大学院作りを目指して検討を行い、平成

１９年度から、４専攻を１専攻に、入学定員を３０名から

１５名に改組することとした。 

（４）卒前・卒後の一貫した教育の調査・研究の必要性から教

育支援体制の整備について検討し、平成１８年１１月の役

員会において、学部教育の企画立案、教育方法等の改善並

びに関連小委員会、入学センター及び卒後臨床研修センタ

ーとの有機的な連携を図る組織として「教育センター」を

設置した。 

 

３ 人事の適正化に関する目標 

年 度 計 画 実  施  内  容 

【９７】 

○ 教育研究分野の職への任期制導入

に伴う教員の評価法を検討する。 

 

 任期制適用者の再任審査は、助手以上の教員に毎年実施する

教員評価に基づき行うこととした。 

【９８】 
○ 保育所を設置するなど、女性教員の

割合を増加させる方策を検討する。 
 

 

（１）女性教員や看護師等の女性職員が、子育てをしながら安

心して働くことができる環境を整えるため、平成１９年１

月に学内保育園を設置した。 

（２）出産、育児、介護等のために一時休業中の医師、看護師

の復職を、独自の教育プログラムにより支援することを目

指して、文部科学省の大学教育改革の支援プログラム「地

域医療等社会的ニーズに対応した医療人教育支援プログ

ラム（医療人ＧＰ）」の申請に向け、検討を行っている。

【９９】 
○ 法人間での教員の流動化を図るた

め、人事運営上の条件整備について検

討する。 

 

（１）教員の流動化を図るための一方策として、平成１８年３

月から教員の任期制を導入した。平成１９年４月１日現在

では、５９．２％の教員に適用となっている。 
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年 度 計 画 実  施  内  容 

 （２）広域異動手当を新設（平成１９年４月実施）し、他の国

立大学等から異動して来た教員に対する給与面での待遇

を整備した。 

【１００】 
○ 職員の適性を考慮し、専門的能力を

有した人材を育成する。また、組織及

び職員個々の活性化のため、他機関と

の人事交流を積極的に行う。 

 

 

（１）事務局職員（課長以下の事務職員）及び教室系事務職員

を対象として、事務の効率化・合理化に対する各自の取り

組み状況を含め、個人の課題等について、事務局長ヒアリ

ングを平成１８年１２月から平成１９年１月に実施した。

（２）他機関との人事交流を以下のとおり行った。 
人事交流該当者：受入２８名（１８名＋部課長１０名）、

出向２名 

【１０１】 
○ 教室系事務職員の事務局への配置

換を３年計画の１年目として開始す

る。 

 

教室系事務職員の事務局への配置換計画の１年目として、平

成１８年４月に４名を事務局へ配置換した。 

 

【１０２】 

○ 接遇研修及び監督者研修を含む各

種研修に積極的に参加させ、職員の資

質の向上を図るとともに、研修指導者

を早急に養成する。 
 

 

（１）役員及び事務系（コ・メディカルを含む）管理職員等に

対し、労働法についての基本となる知識及び情報を習得さ

せ、労働時間の適正な管理に対する意識向上と円滑な労務

管理の運営に資することを目的とした「労務管理研修」を、

平成１９年２月２８日に実施し、１３３名が受講した。 

（２）医療事務専門研修として、診療情報管理士の取得を目的

とした専門講座を受講する研修を平成１７年度から実施

し、２名が受講しており、２年目となっている。 

（３）人事院北海道地区「女性セミナー」に１名、「主任クラ

ス研修」に１名、「係長研修」に１名、国立大学法人等の

「主任クラス研修」に２名、「係長研修」に５名、「課長級

研修」に１名、「会計研修」に３名、文科省主催「行政実

務研修」に１名、「教務事務研修会」に１名、「厚生補導事

務研修会」に１名、「情報セキュリティーセミナー」に１

名、財務省主催「会計研修」に１名、「技術職員研修」に

１名、さらに全国的な専門研修（情報システム研修、留学

生担当者研修会、訴訟事務担当者研修、個別労働紛争解決

研修、人事評価システムセミナー、病院事務専門研修等）

に３８名参加させた。また、放送大学を利用した自己啓発

研修を１５名が受講している。 

（４）「事務職員接遇等研修」を１０月２３日及び１１月２７

日の両日に実施し、３０名が受講した。接遇及びクレーム

対応の重要性などについて学び、資質の向上を図った。 

（５）平成１８年１１月２日に東京大学教授を講師に招き、「Ｆ

Ｄ」に関する講演会を開催し、９８名の受講者があった。

（６）大学法人会計原則に関して複式簿記の基礎を修得させ、

資質の向上を図るため、研修未受講の事務職員を対象とし

て平成１９年２月の毎週火・木曜日に「簿記研修」を実施

し、２３名が受講した。 
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４ 事務等の効率化・合理化に関する目標 

年 度 計 画 実  施  内  容 

【１０３】 

○ 事務組織の見直しを図り、必要に応

じて再編・統合するなどの体制を整備

し、職員の効率的配置を進める。 
 

 

（１）平成１９年１月、監事と連携した内部監査の実施や、監

事及び会計監査人との連絡調整を行う「監査室」を設置し

た。 

（２）平成１９年１月、総務部に中期目標・中期計画及び年度

計画に関することや、本学の点検及び評価、外部評価、法

人評価や認証評価等に関することを所掌する「企画評価

課」を設置した。 

（３）診療録管理部門において、診療情報を整備し、診療及び

病院経営に診療データの活用を図るために、診療情報管理

士を非常勤から常勤に切り替えるとともに、新たに非常勤

を配置した。 

（４）病院の収納窓口業務を外注し、未納督促業務を推進する

ための体制作りを行った。 

【１０４】 

○ 業務の外部委託等について引き続

き調査及び検討を行い、積極的に推進

する。 

 

 

（１）平成１８年度請負契約は、警備業務、清掃業務及びリネ

ン管理業務などを複数年契約とし、また、クラーク業務、

入退院患者受付案内等業務、カルテ等管理業務、メッセン

ジャー等業務など（以下「クラーク業務等」という。）」の

契約を集約化した。 

（２）平成１９年度の請負契約にあたっては、電話交換業務、

クラーク業務等の複数年契約を新たに６件実施した。 

 

Ⅲ 財務内容の改善 
１ 外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標 

年 度 計 画 実  施  内  容 

【１０５－１】 
① 競争的資金獲得のため、文部科学省

科学研究費補助金の申請を各教員１

件以上行う。 

 

文部科学省科学研究費補助金の申請について、説明会及び大

学ホームページによるＰＲ、講座等への積極的な働きかけを行

った結果、継続４３件、新規２５８件を申請した。 

【１０５－２】 
② 外部資金獲得増加の方策として、教

育・研究の支援を目的とした募金活動

を継続する。 
 

 

初年度（平成１７年度）の支援事業が終了し、引き続き募金

活動を継続するため、募金趣意書の内容を刷新した。 

平成１９年３月３１日現在、募金件数７３７件、募金額３９，

２９９千円、支援額１１，６２６千円、資金残額２７，６７３

千円である。 

【１０６】 
③ 公募外部資金に関する応募対象者

に対する相談体制を強化するととも

に、説明会を行う。 
 

 

（１）競争的資金の獲得と科学研究費補助金の採択率の更なる

向上を目指し、平成１８年１０月２日に日本学術振興会研

究事業部研究助成課長を講師に招き、科学研究費補助金制

度の概要、平成１９年度科学研究費補助金の要点、使用上

の留意事項及び研究計画書の書き方のポイント等につい

ての説明会を開催した。 
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年 度 計 画 実  施  内  容 

（２）平成１８年１１月１６日に科学技術振興機構から講師を

招き、「知的財産制度説明会」を実施した。 

 

２ 経費の抑制に関する目標 

年 度 計 画 実  施  内  容 

【１０７】 

○ 事務組織の再編・事務等の効率化に

より、管理的経費の抑制に努める。 

 

 

（１）経費削減策等検討プロジェクトチームを中心に旭川医科

大学行政効率化推進計画を取りまとめ、次のとおり取り組

んでいる。 

・業務請負契約に係る複数年契約、契約の集約化、業務内

容の分析などについて検討し、平成１９年度請負契約に

当たっては、複数年契約を新たに６件実施した。 

（２）一般廃棄物のうちリサイクルごみ（ビン・缶、ペットボ

トル、プラスチック製包装容器）の分別回収により処分手

数料が不要となり、運搬費用のみで処理可能となった。（節

減額：１，０３８千円） 

【１０８】 

○ 総人件費改革の実行計画を踏まえ、

概ね１％の人件費の削減を図る。 

 

平成１８年４月から、原則として、定年退職後の後任及び一

部職種の欠員については不補充としている。 

 

３ 資産の運用管理の改善に関する目標 

年 度 計 画 実  施  内  容 

【１０９】 
○ 資産の効率的・効果的運用を図るた

めの具体的方策 
  共同利用施設の研究用スペース等

に対する課金制度を導入し、施設の有

効利用を促進する。 

 

寄附講座（人工関節講座）のスペース等について課金した。

 

 

Ⅳ 自己点検・評価及び情報提供 
１ 評価の充実に関する目標 

年 度 計 画 実  施  内  容 

【１１０】 
○ 点検・評価の結果を大学運営に反映

させる。 

 

 

（１）平成１７事業年度に係る評価結果について学内に周知す

るとともに、指摘事項について関係委員会等に通知した。

また、その改善状況について定期的に調査し、その結果を

学長補佐会議に報告している。 

（２）平成１７年度評価指摘事項等への対応 

 ・学生の収容定員に対する充足率が特に低い大学院博士課程

について、充足率の向上に向けてワーキンググループを設

置し、魅力ある大学院作りを目指して検討を行い、平成１

９年度から、４専攻を１専攻に、入学定員を３０名から１

５名に改組することとした。 

 ・内部監査の独立性・実効性について指摘されたことに対し、

平成１９年１月、学長直轄の監査室を設置した。 
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年 度 計 画 実  施  内  容 

（３）昨年度の「研究活動」自己点検・評価において実施した

研究活動に対する教員の意識等についてのアンケートを

取りまとめ、学長補佐会議に提出した。 

（４）平成１９年度に大学評価・学位授与機構が実施する大学

機関別認証評価を受けることとし、大学評価基準に対する

自己評価を実施している。 

（５）本学の点検及び評価、外部評価、法人評価や認証評価等

を担当する事務組織として、平成１９年１月、事務局総務

部に企画評価課を設置した。 

【１１１】 

○ 教員の持つ適性、特性の調査を進

め、教員評価システムを導入する。 

 

 

 平成１７年度に実施した教員評価（試行）を分析・検証し、

その結果を踏まえて、全教員を対象に平成１８年度教員評価を

実施した。 

【１１２】 

○ セクシュアル・ハラスメントの防

止、アルバイトを含む兼業の許可、産

学連携の相手との関係などについて、

教職員・学生の遵守すべきガイドライ

ンを学内外に周知・公表する。 
 

 

（１）兼業やセクシュアル・ハラスメント等のホームページ掲

載の内容やレイアウトを改善し、より分かりやすく、見や

すくした。 

（２）セクシュアル・ハラスメント防止に 係るハンディタイ

プのリーフレットを作成し、職員及び学生へ配布するとと

もに、セクシュアル・ハラスメント防止のためのポスター

を学内の掲示板に掲示し、セクハラ防止の啓発活動を行っ

た。 

（３）広報誌「かぐらおか」及び「学生生活のしおり」にセク

シュアル・ハラスメントの防止及びセクハラ相談員を掲載

し、職員及び学生への周知を図った。 

（４）平成１９年３月２日に東北大学から講師を招き、全職

員・学生を対象に「セクシュアル・ハラスメント等に大学

はどう対応するか」と題して、セクシュアル・ハラスメン

ト等の防止のための講演会を開催し、約８０名が参加し

た。 

 

２ 情報公開等の推進に関する目標 

年 度 計 画 実  施  内  容 

【１１３－１】 

① 認証評価機関等が構築するデータ

ベースとの連携を視野に入れたデー

タベース化を推進する。 

 

 

（１）学内の大学情報のデータベース化に向けて、昨年度参加

した大学評価・学位授与機構の「大学情報データベース」

のトライアル協力校として、システム及びデータ項目の定

義等について検討を行った。 

（２）学術成果リポジトリの構築に向けて、「学術成果リポジ

トリ委員会」を設置し、平成１８年１２月から、論文情報

の登録を開始した。 

【１１３－２】 

② 大学と社会の間の連携機能を強化

するために、大学のホームページをさ

らに充実させる。 

 

 ウェブサイトを本学情報発信基地として位置づけ、各コンテ

ンツの更なる充実を図っている。 

（１）看護部ホームページを作成し、病院内における看護師の
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年 度 計 画 実  施  内  容 

 位置づけや役割、看護師募集情報について掲載した。 

（２）入試情報サイトを見直し、情報の検索性に配慮した構成

に改編した。 

（３）学内での出来事をトピックスとしてホームページで紹介

している。 

 

Ⅴ その他の業務運営に関する重要事項 
１ 施設設備の整備・活用等に関する目標 

年 度 計 画 実  施  内  容 

【１１４】 
○ 平成１８年度実施予定の既存施設

の耐震診断結果を考慮し、必要に応じ

てキャンパスマスタープランの見直

しを行う。 

 

平成１８年１０月から１２月にかけて実施した耐震診断結

果を踏まえて、キャンパスマスタープランの見直しを行った。

 

○ 施設の有効利用、効率的運用を実施

する。 
【１１５】 
① 教育施設・研究施設・共通施設等に

適正なスペース配分を行う。 
  従前の画一的な面積の配分を見直

すことにより、各分野の教育研究の特

性に応じた弾力的な施設の活用を図

るとともに、プロジェクト型の研究や

競争的資金による研究のためのスペ

ースを確保する。 

 

 

 

（１）卒後臨床研修センターとして使用していた建物を移築・

改修し、学内保育園（２７１㎡）として有効利用を図った。

（２）寄附講座の研究室（３５㎡）を確保した。 

 

【１１６】 
② 施設・設備利用管理システムを構築

し、施設の有効利用をより促進する。

 

施設・設備利用管理システムを構築した。 

 

【１１７】 
○ 施設マネジメント室において施設

の適切な管理を進めるため、施設設備

の管理体制計画を作成する。 

 

施設の適切な管理を進めるため、昇降機や搬送設備・発電設

備等の管理体制計画を作成した。 

 

【１１８】 
○ バリアフリーを促進し、障害者や高

齢者等に配慮した施設へ整備する。 
 

 

教育研究ゾーンにおける整備計画を策定し、平成１８年度か

ら平成２１年度までに計画的に整備する。 

平成１８年度実施 

・玄関扉の自動化：講義実習棟 

・階段手摺取付け：本部管理棟、図書館、福利施設、看護学

科棟 

・講義室内の車椅子スペースの確保：看護学科棟 

・通路スロープ：講義実習棟 

【１１９】 

○ 作成した計画に基づき、予防的な施

設の点検・保守・修繕を実施する。 
 

 

平成１６年度に作成した修繕計画に基づき、 

①構内各所ガス埋設配管取替 

②屋内消火栓設備消防ホース取替 
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年 度 計 画 実  施  内  容 

③中央機械室ボイラー燃焼制御機器取替 

④病院玄関棟トレンチ改修 

⑤中央機械室２号ボイラー補給水管取替  

を実施した。 

 

２ 安全管理に関する目標 

年 度 計 画 実  施  内  容 

労働安全衛生法等を踏まえた安全管

理・健康管理に関する具体的方策 

（１）教職員・学生の安全・健康に関す

る具体的方策 

【１２０】 

○ 有害物質・有害エネルギー取扱、実

験・医療装置類取扱、廃棄物処理等に

関し、適正な管理を行う。 

 

 

 

 

 

 

（１）有害廃液処理については、平成１８年６月及び平成１８

年１２月に実施した。 

（２）法令点検（ドラフトチャンバー風量測定、ホルムアルデ

ヒド等濃度測定）については、平成１８年１１月に測定し

た。 

（３）事業系ごみの分別、主にリサイクルごみについて、廃棄

物等処理マニュアルを整備するとともに、専用のゴミ箱を

設置した。 

（４）安全衛生委員会の開催３回 

（５）安全衛生委員会において、安全衛生パトロールを実施し、

点検事項に係る指導等改善を行った。 

（６）病院長、副病院長（看護部長）及び産業医が病院内を巡

視し、病院職員の作業状況及び作業環境を点検するととも

に、その改善に努めた。 

【１２１】 

○ 教職員の特殊健康診断対象者を随

時見直す。 

 

特定化学物質・有機溶剤取扱者に係る特殊健康診断を実施し

た。また、教職員の特殊健康診断対象者を随時見直している。

（２）有害物質・有害エネルギー等の適

正管理に関する方策 

【１２２】 

○ 平成２１年度末を目途に、薬品類の

購入・保管・共用・廃棄等の薬品安全

管理運用システムの構築について検

討する。 

 

 

 

 安全管理運用システムの構築に向け、昨年度に引き続き既に

同システムを導入している他機関の状況（管理の軽減、薬品の

在庫低減策等）について、資料を収集し、検討を進めている。

 

 

Ⅵ 予算（人件費見積含む。）、収支計画及び資金計画 
１ 予算 

（単位：百万円） 

区  分 予算額 決算額 
差 額 

（決算－予算）

収入 

 運営費交付金 

 施設整備費補助金 

5,264

97

 

5,264 

97 

0

0
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 補助金等収入 

国立大学財務・経営センター施設費交付金 

 自己収入 

  授業料、入学料及び検定料収入 

  附属病院収入 

  雑収入 

 産学連携等研究収入及び寄附金収入等 

 目的積立金取崩 
計 

0

33

12,950

620

12,213

117

637

668

19,649

7 

33 

13,654 

610 

12,916 

128 

754 

220 

20,029 

7

0

704

△10

703

11

117

△448

380

支出 

 業務費 

  教育研究経費 

  診療経費 

 一般管理費 

 施設整備費 

 産学連携等研究経費及び寄附金事業費等 

 長期借入金償還金 

計 

16,707

3,578

13,129

995

130

637

1,519

19,988

 

16,923 

3,345 

13,578 

995 

130 

629 

1,519 

20,196 

216

△233

449

0

0

△8

0

208

 
２ 人件費 

（単位：百万円） 

区  分 予算額 決算額 
差 額 

（決算－予算）

人件費（承継職員分の退職手当は除く） 8,104 7,885 △219

 

３ 収支計画 
（単位：百万円） 

区  分 予算額 決算額 
差 額 

（決算－予算）

費用の部 

 経常費用 

  業務費 

   教育研究経費 

   診療経費 

   受託研究経費等 

   役員人件費 

   教員人件費 

   職員人件費 

  一般管理費 

  財務費用 

  雑損 

  減価償却費 

 臨時損失 

 

収益の部 

 経常収益 

19,496

17,331

1,420

7,133

213

172

2,775

5,618

450

428

1

1,286

0

19,218

 

19,927 

17,038 

1,013 

7,440 

204 

77 

2,719 

5,585 

268 

445 

1 

2,176 

148 

 

 

19,593 

431

△293

△407

306

△9

△96

△55

△33

△183

17

0

890

148

375
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  運営費交付金収益 

  授業料収益 

  入学料収益 

  検定料収益 

  附属病院収益 

  受託研究等収益 

  寄附金収益 

  財務収益 

  雑益 

  資産見返運営費交付金等戻入 

  資産見返補助金等戻入 

  資産見返寄附金戻入 

  資産見返物品受贈額戻入 

 臨時利益 

 

純利益〔純損失〕 

目的積立金取崩益 

総利益〔総損失〕 

5,241

518

56

27

12,213

213

379

0

247

4

0

32

288

0

△278

668

390

4,975 

333 

58 

28 

12,916 

242 

339 

0 

287 

85 

1 

50 

279 

148 

 

△335 

220 

△115 

△267

△185

3

2

703

29

△40

0

40

80

1

18

△9

148

△57

△448

△505

 

４ 資金計画 
（単位：百万円） 

区  分 予算額 決算額 
差 額 

（決算－予算）

資金支出 

 業務活動による支出 

 投資活動による支出 

 財務活動による支出 

 翌年度への繰越金 

 

資金収入 

 業務活動による収入 

  運営費交付金による収入 

  授業料・入学金及び検定料による収入 

  附属病院収入 

  受託研究等収入 

  補助金等収入 

寄附金収入 

  その他の収入 

 投資活動による収入 

  施設費による収入 

   その他の収入 

財務活動による収入 

 前年度よりの繰越金 

20,945

17,652

793

1,519

981

20,606

18,788

5,264

590

12,243

211

0

364

116

130

130

0

0

1,688

21,313 

17,646 

1,031 

1,519 

1,117 

 

20,944 

19,570 

5,264 

582 

12,844 

293 

7 

455 

124 

130 

130 

0 

0 

1,244 

368

△6

238

0

136

338

782

0

△8

601

82

7

91

8

0

0

0

0

△444
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Ⅶ．短期借入金の限度額 

年 度 計 画 実  施  内  容 

１ 短期借入金の限度額 
   １５億円 
２ 想定される理由 

運営費交付金の受入れ遅延及び事

故の発生等により緊急に必要となる

対策費等として借入れすることも想

定される。 

 

  該当なし 

 

 

 

Ⅷ．重要財産を譲渡し、又は担保に供する計画 

年 度 計 画 実  施  内  容 

○ 病棟・診療棟改修及び基幹・環境整

備に必要となる経費の長期借り入れ

に伴い、本学病棟・診療棟の敷地及び

建物について、担保に供する。 
 

 今年度においては財産を譲渡、担保に供する計画はない。 

 

Ⅸ．剰余金の使途 

年 度 計 画 実  施  内  容 

○ 決算において剰余金が発生した場

合は、以下の使途に充てる。 
（１）教育・研究及び医療の質の向上（施

設・設備の充実、要員等の整備） 
（２）組織運営の改善 
（３）若手教職員の育成 
（４）学生及び留学生等に対する支援 
（５）国際交流の推進 
（６）産学官連携及び社会との連携の推

進 
（７）福利厚生の充実 

 

平成１８年度当初目的積立金（剰余金）６６８,７０６千円

は、平成１８年度に学生のためのアメニティ環境整備などで

２２０,４００千円を執行し、平成１９年度以降に、

４４８,３０５千円を執行予定である。 

 

 

Ⅹ．その他 

 １．施設・設備に関する計画 

年 度 計 画 実 施 内 容 

 

施設・設備の内容 
予定額 

(百万円) 
財  源 

・アスベスト対策事

業 
 

・小規模改修 

 
総額 

１３０ 

施設整備費補助金

（ ９７）

長期借入金 

（  ０）

国立大学財務・経

営センター施設費

交付金 

（ ３３）

（注）金額は見込みであり、上記のほか、業務の実

施状況等を勘案した施設・設備の整備や、老朽

度合等を勘案した施設・設備の改修等が追加さ

 

施設・設備の内容 
決定額 

(百万円) 
財  源 

・アスベスト対策事

業 

 

・小規模改修 

 

総額 

１３０ 

 

施設整備費補助金

（ ９７）

長期借入金 

（  ０）

国立大学財務・経

営センター施設費

交付金 

（ ３３）

アスベスト対策事業については、基礎臨床棟機械

室等アスベスト除去工事が平成１８年８月３１日

に完了し、それに伴う 終回払分を支払った。 
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年 度 計 画 実 施 内 容 

れることもあり得る。 

 

小規模工事（営繕事業）については、旧仮設診察

室を改修し、共通棟として整備する工事（７月２０

日契約）の前金払分及び 終回払い分を支払った。

 

 

 ２．人事に関する状況 

年 度 計 画 実  施  内  容 

１．平成１７年度に教育研究分野の職に

導入した任期制について、教員に周知

徹底する。 

１ 平成１８年６月２８日に開催した学長による全学説明会

「旭川医科大学の法人化後２年間の報告」の中で、任期制導

入の趣旨を説明し周知徹底を図った。 

 

２ 職員の適性を考慮し、各種研修に積

極的に参加させるなど、専門的能力を

有した人材を育成する。 

 

２（１）事務局職員（課長以下の事務職員）及び教室系事務職

員を対象として、事務の効率化・合理化に対する各自の

取り組み状況を含め、個人の課題等について、事務局長

ヒアリングを平成１８年１２月から平成１９年１月に

実施した。 

（２）役員及び事務系（コ・メディカルを含む）管理職員等に

対し、労働法についての基本となる知識及び情報を習得

させ、労働時間の適正な管理に対する意識向上と円滑な

労務管理の運営に資することを目的とした「労務管理研

修」を平成１９年２月２８日に実施し、１３３名が受講

した。 

（３）医療事務専門研修として、診療情報管理士の取得を目的

とした専門講座を受講する研修を平成１７年度から実

施し、２名が受講しており、２年目となっている。 

（４）人事院北海道地区「女性セミナー」に１名「主任クラス

研修」に１名、「係長研修」に１名、国立大学法人等の

「主任クラス研修」に２名、「係長研修」に５名、「課長

級研修」に１名、「会計研修」に３名、文科省主催「行

政実務研修」に１名、「教務事務研修会」に１名、「厚生

補導事務研修会」に１名、「情報セキュリティーセミナ

ー」に１名、財務省主催「会計研修」に１名、「技術職

員研修」に１名、さらに全国的な専門研修（情報システ

ム研修、留学生担当者研修会、訴訟事務担当者研修、個

別労働紛争解決研修、人事評価システムセミナー、病院

事務専門研修等）に３８名参加させた。また、放送大学

を利用した自己啓発研修を１５名が受講している。 

（５）「事務職員接遇等研修」を１０月２３日及び１１月２７

日の両日に実施し、３０名が受講した。接遇及びクレー

ム対応の重要性などについて学び、資質の向上を図っ

た。 

（６）大学法人会計原則に関して複式簿記の基礎を修得させ、

資質の向上を図るため、研修未受講の事務職員を対象と

して平成１９年２月の毎火・木曜日に「簿記研修」を実

施し、２３名が受講した。 
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３ 組織及び職員個々の活性化のため、

国立大学法人等他機関との人事交流

を積極的に行う。 

 

３ 他機関との人事交流を以下のとおり行った。 

 人事交流該当者：受入２８名（１８名＋部課長１０名）、

出向２名 

 

 

 ３．運営費交付金債務及び当期振替額の明細 

（１）運営費交付金債務の増減額の明細 

（単位：百万円） 

当期振替額 

交付年度 期首残高
交付金当 

期交付金 
運営費交

付金収益

資産見返運

営費交付金

資本 
剰余金 小計 

期末残高

１６年度      8     －     － － －     － 8

１７年度 82     － 59 － － 59 23

１８年度 － 5,264 4,916 174 － 5,090 174

 

（２）運営費交付金債務の当期振替額の明細 

①平成１６年度交付分 

（単位：百万円） 

区  分 金 額 内     訳 

成果進行基準

による振替額 
 

0 該当なし 

期間進行基準

による振替額 
 

0 該当なし 

費用進行基準

による振替額 

 
        0 該当なし 

国立大学法人

会計基準第77

第３項による

振替額 

 

0

 
該当なし 

合計  0  

 

② 平成１７年度交付分 

（単位：百万円） 

区  分 金 額 内     訳 

成果進行基準

による振替額 
 

0 該当なし 

期間進行基準

による振替額 
 

0 該当なし 
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運営費交付金

収益 
59

資産見返運営

費交付金 
0

資本剰余金 0

費用進行基準

による振替額 

計 59

①費用進行基準を採用した事業等：退職手当 
②当該業務に係る損益等 

 ｱ)損益計算書に計上した費用の額：59 

 (人件費：59) 

 ｲ)自己収入に係る収益計上額：0 

 ｳ)固定資産の取得額：0 

③運営費交付金の振替額の積算根拠 

 業務進行に伴い支出した運営費交付金債務５９百万円を収

益化。 

国立大学法人

会計基準第77

第３項による

振替額 

 

0

 
該当なし 

合計  59  

 

③ 平成１８年度交付分 

（単位：百万円） 

区  分 金 額 内     訳 

運営費交付金

収益 
28

資産見返運営

費交付金 
174

資本剰余金         0

成果進行基準

による振替額 

 

計   202

①成果進行基準を採用した事業等：医療情報ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄﾃﾞｰﾀﾍﾞ

ｰｽｼｽﾃﾑの研究開発、卒後臨床研修必修化に伴う研修経費（手

当相当）、その他 
②当該業務に関する損益等 

 ｱ)損益計算書に計上した費用の額：28 
 (人件費：28、その他の経費：0) 
 ｲ)自己収入に係る収益計上額：0 
 ｳ)固定資産の取得額：研究機器174 
③運営費交付金の振替額の積算根拠 
 医療情報ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｼｽﾃﾑの研究開発については、計

画に対する達成率が100％であったため、当該業務に係る運営

費交付金債務のうち100％相当額１７４百万円を資産見返と

した。 
 卒後臨床研修必修化に伴う研修経費（手当相当）について

は、延月人数が積算員数を下回ったため、運営費交付金債務

のうち２８百万円を収益化。 
 その他の成果進行基準を採用している事業等については、

それぞれの事業等の成果の達成度合い等を勘案し、0百万円を

収益化。 

運営費交付金

収益 
4,588

資産見返運営

費交付金 
0

資本剰余金         0

期間進行基準

による振替額 

 
計 

 
4,588

①期間進行基準を採用した事業等：成果進行基準及び費用進

行基準を採用した業務以外の全ての業務 
②当該業務に関する損益等 

 ｱ)損益計算書に計上した費用の額：4,588 

 (人件費：4,588) 

 ｲ)自己収入に係る収益計上額：0 

 ｳ)固定資産の取得額：0 

③運営費交付金の振替額の積算根拠 

 大学院に係る学生収容定員が一定数（90％）を満たしてい

なかったため、その分を除いた期間進行業務に係る運営費交

付金債務を全額収益化。 

運営費交付金

収益 
300費用進行基準

による振替額 

資産見返運営

費交付金 
0

①費用進行基準を採用した事業等：退職手当、その他 
②当該業務に係る損益等 

 ｱ)損益計算書に計上した費用の額：300 

 (人件費：300) 

 ｲ)自己収入に係る収益計上額：0 
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資本剰余金 0 

計 300

 ｳ)固定資産の取得額：0 

③運営費交付金の振替額の積算根拠 

 業務進行に伴い支出した運営費交付金債務３００百万円を

収益化。 

国立大学法人

会計基準第77

第３項による

振替額 

 

0

 
該当なし 

合計  5,090  

 

（３）運営費交付金債務残高の明細 

（単位：百万円） 

交付年度 運営費交付金債務残高 残高の発生理由及び収益化等の計画 

成果進行基準

を採用した業

務に係る分 
0 該当なし 

期間進行基準

を採用した業

務に係る分 
8

・修士、博士大学院の各課程における各学生収容定員に対し、

在籍者が一定率（85％）を下回ったことから、相当額を債務

として翌事業年度に繰越したもの。 

 当該債務は、翌事業年度において使用の方途がないため、

中期目標期間終了時に国庫返納する予定である。 

費用進行基準

を採用した業

務に係る分 
0

 

該当なし 

１６年度 

計 8
 

成果進行基準

を採用した業

務に係る分 

 
13

卒後臨床研修必修化に伴う研修経費 
・卒後臨床研修必修化に伴う研修経費（手当相当）について、

延月人数が積算員数を下回ったため、その未達成分を債務と

して翌事業年度に繰越したもの。 
・当該債務は、翌事業年度において使用の方途がないため、

中期目標期間終了時に国庫返納する予定である。 
 

国費留学生経費 
・国費留学生経費について、研究留学生（博士）区分におけ

る在籍者が予定数に達しなかったため、その未達分を債務と

して翌事業年度に繰越したもの。 
・当該債務は、翌事業年度において使用の方途がないため、

中期目標期間終了時に国庫返納する予定である。 

１７年度 

期間進行基準

を採用した業

務に係る分 
10

・修士、博士大学院の各課程における各学生収容定員に対し、

在籍者が一定率（85％）を下回ったことから、相当額を債務

として翌事業年度に繰越したもの。 

費用進行基準

を採用した業

務に係る分 

0
 

該当なし 
 

計 23  
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成果進行基準

を採用した業

務に係る分 

 
14

卒後臨床研修必修化に伴う研修経費 
・卒後臨床研修必修化に伴う研修経費（手当相当）について、

延月人数が積算員数を下回ったため、その未達成分を債務と

して翌事業年度に繰越したもの。 
・当該債務は、翌事業年度において使用の方途がないため、

中期目標期間終了時に国庫返納する予定である。 
 

国費留学生経費 
・国費留学生経費について、研究留学生（博士）区分におけ

る在籍者が予定数に達しなかったため、その未達分を債務と

して翌事業年度に繰越したもの。 
・当該債務は、翌事業年度において使用の方途がないため、

中期目標期間終了時に国庫返納する予定である。 

期間進行基準

を採用した業

務に係る分 
9

・修士、博士大学院の各課程における各学生収容定員に対し、

在籍者が一定率（90％）を下回ったことから、相当額を債務

として翌事業年度に繰越したもの。 

費用進行基準

を採用した業

務に係る分 

151
退職手当 

・退職手当の執行残であり、翌事業年度以降に使用する予定。

 

認証評価経費 

・認証評価機関による評価を受けるにあたって、平成18年度

において受検しなかったことによる執行残であり、翌事業年

度以降に使用する予定。 

１８年度 

計 174  

 

ⅩⅠ．関連会社及び関連公益法人 

１．特定関連会社 

     該当なし 

 

２．関連会社 

     該当なし 

 

３．関連公益法人等 

     該当なし 
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